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今
月
の
税
金
・
料
金

税
の
話
題
を
毎
月
お
届
け

く
ら
し

健
康
づ
く
り
課
☎
34-
５
４
４
７

第
一
四
半
期
学
校
施
設

開
放

教
育
総
務
課
　
☎
45-

1
1
1
1

海
外
留
学
奨
学
金
奨
学
生

年
齢
の
上
限
を
引
き
上
げ

て
募
集
し
ま
す

ホームページ詳しくはこちら

　
令
和
8
年
度
の
前
期
の
学
校
施

設
開
放
の
申
し
込
み
は
四
半
期
ご

と
に
受
け
付
け
ま
す
。

　
利
用
を
希
望
す
る
団
体
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
の
上
、申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

対
象
…
市
内
在
住
か
在
勤
の
10
人

以
上
の
団
体

対
象
期
間
…
4
月
1
日
㈬
〜
6
月

30
日
㈫

申
込
方
法
…
電
子
申
請
す
る
か
、

申
請
書（
HP
）を
健
康
づ
く
り
課
、

栄・下
田
各
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

た
い
ぶ
ん
、栄
・
下
田
各
体
育
館
、

各
公
民
館
の
い
ず
れ
か
に
提
出
く

だ
さ
い
。

申
込
期
限
…
2
月
10
日
㈫

そ
の
他
…

・
一
部
施
設
は
空
調
の
設
備
工
事

の
た
め
利
用
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

・
利
用
調
整
が
必
要
な
団
体
に
は

連
絡
し
ま
す
の
で
、代
表
者
は

3
月
10
日
㈫
午
後
6
時
30
分

か
ら
市
役
所
第
二
庁
舎
で
行
う

会
議
に
出
席
く
だ
さ
い
。

　
海
外
留
学
の
渡
航
費
用
な
ど
を

支
給
し
ま
す
。返
還
不
要
で
す
。今

回
募
集
す
る
令
和
８
年
度
分
か
ら
、

対
象
年
齢
の
上
限
を
こ
れ
ま
で
の

25
歳
か
ら
30
歳
に
引
き
上
げ
ま
す
。

給
付
額
…
一
時
金
2
0
0
万
円

募
集
人
数
…
2
人

申
込
方
法
…
必
要
書
類
を
教
育
総

務
課
、市
民
窓
口
課
、下
田
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
い
ず
れ
か
に
提

出
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間
…
2
月
2
日
㈪
〜
27
日

㈮

納
期
限
…
3
月
2
日
㈪

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
第
4
期

国
民
健
康
保
険
税
…
…
…
…
第
8
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
…
第
8
期

介
護
保
険
料
…
…
…
…
…
…
第
11
期

保
育
料
・
副
食
費（
公
立
）…
2
月
分

市
営・県
営
住
宅
使
用
料（
駐
車
料
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2
月
分

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
第
4
期

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2
月
分

●
夜
間
納
税
相
談

と
き
…
３
月
31
日
ま
で
の
毎
週
火

曜
日
午
後
5
時
30
分
〜
7
時（
祝

日
を
除
く
）

　3
月
末
で
夜
間
納
税
相
談
は

終
了
し
ま
す
。

　4
月
以
降
、市
役
所
の
開
庁

時
間
内
に
来
庁
で
き
な
い
人

は
、事
前
に
電
話
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ
…
税
務
課

☎
34-

5
5
3
1

行政課 ☎34-5517行政課 ☎34-5517
防災行政無線の試験放送を行います防災行政無線の試験放送を行います

放送内容

＊燕三条ＦＭラジオへの緊急割込放送は行いません。

（（（ 防災行政無線チャイム ）））
「これは、Jアラートのテストです。」× ３回
「こちらは、広報三条市役所です。」      

（（（ 防災行政無線チャイム ）））

２月６日㈮
午前11時頃

とき

＊音量は、午後５時の時報と同じくらいです。
＊荒天時などは、2月20日㈮に延期します。  

市民窓口課 ☎34-5540

市民総合窓口の
時間外窓口サービスを
３月末で終了します

市民総合窓口で火・日曜日に行っていた時間外
窓口サービスを３月末で終了します。
４月からは月～金曜日 午前９時～午後４時30分

（祝日、年末年始を除く）に利用ください。

詳しくはこちら

灯油・食料品購入費助成金
令和7年度

福祉課　☎34-5405

　世帯全員の令和７年度住民税が非課税の世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯は
申請が必要ですので、問い合わせください。

①令和７年１月２日以降に三条市に転入した人がいる世帯
②令和７年度の市民税・県民税の申告をしていない人がいる世帯

＊上記以外の対象世帯には２月中に案内を送ります。

住民税非課税世帯などに1世帯当たり1万円を助成します。

　世帯全員の令和７年度住民税が非課税の世帯など
　＊令和７年度住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯は対象外です。

３月16日㈪

対　　象

国の重点支援地方
交付金活用事業

申請について

申請期限

子育て支援課 ☎45-1113

詳しくはこちら☞
物価高対応子育て応援手当

対象児童１人につき2万円を支給します。
対象児童 支給対象者 支給、申請など その他

令和７年９月分（令和７
年９月に生まれた児童
は10月分）の児童手当
の支給対象児童

令和７年10月１日～令
和８年３月31日に生ま
れた児童

児童手当の
受給者

保護者のう
ち生計を維
持する程度
の高い人

１月30日㈮に児童手当の登録
口座に支給済みです。

申請が必要です。
（申請期限 4月15日㈬必着）
・令和８年１月13日までに出生
届を提出した児童の保護者
には、案内を送付しました。
・令和８年１月14日以降に出生
届を提出する児童の保護者に
は、窓口での手続き時に案内
します。

次の人は申請が必要です。
・所属庁から児童手当を受給
している公務員

（申請期限 3月31日㈫必着）
・令和７年10月１日以降に離
婚（離婚調停中なども含む）
により児童手当の申請が必
要になった保護者

（申請期限 4月15日㈬必着）

詳しくはこちら


